
三 重 県 医 師 修 学 資 金 貸 与 規 則  

 
（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 県 内 の 医 療 機 関 等 に お け る 医 師 の 確 保 及 び 質 の 向 上 に 資 す る た め に 貸 与 す る 修

学 資 金 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 「 修 学 資 金 」 と は 、 大 学 （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に

規 定 す る 大 学 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お け る 修 学 の た め の 資 金 を い う 。  

２  三 重 県 医 師 修 学 資 金 返 還 免 除 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ）

第 二 条 第 一 項 の 医 療 機 関 は 、 次 に 掲 げ る 医 療 機 関 等 と す る 。  

一  救 急 病 院 等  

  イ  救 急 病 院 等 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 三 十 九 年 厚 生 省 令 第 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 告 示 さ

れ た 県 内 の 救 急 病 院  

  ロ  三 重 県 医 療 計 画 （ 以 下 「 医 療 計 画 」 と い う 。 ） で 定 め る 小 児 救 急 医 療 拠 点 病 院 及 び 精 神 科 救

急 医 療 施 設  

二  へ き 地 医 療 機 関 等  

イ  医 療 計 画 で 定 め る へ き 地 医 療 拠 点 病 院 及 び へ き 地 診 療 所  

ロ  県 内 の 公 立 の 医 療 機 関 の う ち 、 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 十 五 号 ） 第

二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 、 農 林 水 産 大 臣 及 び 国 土 交 通 大 臣 が 公 示 す る 過 疎 地 域 を そ の

区 域 と す る 市 町 又 は 同 法 第 三 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 過 疎 地 域 と み な さ れ る 区 域 に 存 す る も

の  

三  前 二 号 に 掲 げ る 医 療 機 関 に 準 ず る も の と し て 知 事 が 認 め る も の  

（ 貸 与 の 対 象 者 ）  

第 三 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 大 学 生 （ 大 学 の 医 学 を 履 修 す る 課 程 に 在 学 す る

者 に 限 る 。 ） の う ち 、 知 事 が 別 に 定 め る 者 と す る 。 た だ し 、 他 に 就 労 義 務 の あ る 奨 学 金 を 受 け て い

る 者 又 は 受 け よ う と す る 者 を 除 く も の と す る 。  

（ 貸 与 の 限 度 額 ）  

第 四 条  修 学 資 金 の 貸 与 の 限 度 額 は 、 国 立 大 学 等 の 授 業 料 そ の 他 の 費 用 に 関 す る 省 令 （ 平 成 十 六 年 文

部 科 学 省 令 第 十 六 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 授 業 料 及 び 入 学 料 の 額 に 年 額 七 十 万 円 を 加 算 し た 額

と す る 。  

（ 貸 与 の 方 法 ）  

第 五 条  知 事 は 、 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 修 学 資 金 を 貸 与 す る 者 を 決 定 し た 場 合 は 、 そ の 年 度 は 貸

与 決 定 の 際 に 定 め る 月 に 、 翌 年 度 以 降 は 当 該 年 度 の 五 月 三 十 一 日 ま で に 当 該 修 学 資 金 を 貸 与 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 大 学 を 卒 業 す る 年 度 ま で の 間 、 毎 年 度 、 第 九 条 の 規 定 に よ

り 三 重 県 医 師 修 学 資 金 借 用 証 書 を 提 出 し た 者 に 貸 与 す る も の と す る 。 た だ し 、 貸 与 期 間 の 限 度 は 六

年 間 と す る 。  

（ 連 帯 保 証 人 ）  

第 六 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 連 帯 保 証 人 を 一 人 立 て な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合

に お い て 、 連 帯 保 証 人 は 、 独 立 の 生 計 を 営 む 成 年 者 で な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 連 帯 保 証 人 は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に 従 い 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 と 連 帯 し て 当

該 修 学 資 金 の 貸 与 に 係 る 一 切 の 債 務 を 負 担 す る も の と す る 。  

（ 貸 与 の 申 請 ）  

第 七 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 修 学 資 金 貸 与 申 請 書 （ 第 一 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 添

付 書 類 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一  大 学 の 在 学 証 明 書  

二  住 民 票 又 は こ れ に 代 わ る も の  

三  在 学 す る 大 学 の 学 長 又 は 学 部 長 の 推 薦 調 書  

四  連 帯 保 証 人 の 所 得 証 明 書 及 び 住 民 票  

五  申 請 者 及 び 連 帯 保 証 人 の 本 人 で あ る こ と を 証 明 す る た め に 必 要 な 書 類 の 写 し  

 



六  そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る も の  
（ 貸 与 の 決 定 ）  

第 八 条  知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 書 面 及 び 面 接 に よ る 審 査 の 上 、 修

学 資 金 を 貸 与 す る 者 を 予 算 の 範 囲 内 で 決 定 し 、 文 書 に よ り 申 請 者 及 び 推 薦 者 （ 前 条 第 三 号 に 掲 げ る

推 薦 調 書 に よ り 当 該 申 請 者 を 推 薦 し た 者 を い う 。 ） に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 借 用 証 書 ）  

第 九 条  前 条 の 規 定 に よ る 貸 与 の 決 定 を 受 け た 者 （ 次 項 及 び 次 条 に お い て 「 貸 与 決 定 者 」 と い う 。 ）

は 、 前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 直 ち に 当 該 年 度 の 三 重 県 医 師 修 学 資 金 借 用 証 書 （ 第 二 号

様 式 ） を 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  貸 与 決 定 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 貸 与 の 決 定 を 受 け た 年 度 の 翌 年 度 か ら 大 学 を 卒 業 す る 年 度 ま で

の 間 、 毎 年 度 、 知 事 の 定 め る 日 ま で に 三 重 県 医 師 修 学 資 金 等 借 用 証 書 を 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 所 属 す る 学 年 を 記 載 し た 在 学 証 明 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

（ 貸 与 の 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 十 条  知 事 は 、 貸 与 決 定 者 が 貸 与 期 間 （ 第 八 条 の 規 定 に よ る 貸 与 の 決 定 を 受 け た 日 か ら 大 学 を 卒 業

す る 年 度 の 末 日 ま で の 間 を い う 。 ） に お い て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 第 八

条 の 規 定 に よ る 貸 与 の 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

一  大 学 を 退 学 し た と き 。  

二  心 身 の 故 障 の た め 、 大 学 に お け る 修 学 を 継 続 す る こ と が で き な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。  

三  性 行 又 は 学 業 成 績 が 著 し く 不 良 と な っ た と 認 め ら れ る と き 。  

四  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け る こ と を 辞 退 し た と き 。  

五  死 亡 し た と き 。  

六  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た と き 。  

七  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 修 学 資 金 の 貸 与 の 目 的 を 達 成 す る 見 込 み が な く な っ た と 認 め ら れ

る と き 。  

２  知 事 は 、 貸 与 決 定 者 が 第 九 条 第 二 項 の 知 事 の 定 め る 日 に お い て 大 学 の 課 程 を 休 学 し て い る と き は 、

当 該 年 度 の 貸 与 を 一 時 保 留 す る こ と が で き る 。  

（ 免 除 の 申 請 ）  

第 十 一 条  条 例 第 二 条 又 は 第 三 条 の 規 定 に よ り 修 学 資 金 の 返 還 及 び 利 息 （ 延 滞 利 息 を 含 む 。 ） の 支 払

の 全 部 又 は 一 部 の 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、 修 学 資 金 返 還 免 除 申 請 書 （ 第 三 号 様 式 ） を 知 事 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 条 例 第 三 条 の 免 除 を 受 け よ う と す る と き は 、 死 亡 又 は

退 職 の 理 由 及 び そ の 年 月 日 を 証 明 す る 書 面 を 併 せ て 提 出 す る も の と す る 。  

（ 諾 否 の 通 知 ）  

第 十 二 条  知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 修 学 資 金 返 還 免 除 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 こ れ を 審 査 し 、

文 書 に よ り そ の 諾 否 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 期 間 の 計 算 方 法 ）  

第 十 三 条  条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 臨 床 研 修 及 び 医 師 業 務 に 従 事 し た 期 間 を 計 算 す る 場 合 は 、

業 務 に 従 事 し た 初 め の 日 の 属 す る 月 か ら 業 務 に 従 事 し な く な っ た 日 の 属 す る 月 ま で を 計 算 す る も の

と す る 。  

２  条 例 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 業 務 に 従 事 す る こ と が で き な か っ た 期 間 を 計 算 す る 場 合 は 、 当 該 期

間 中 に 休 職 又 は 停 職 の 期 間 が あ る と き は 、 休 職 又 は 停 職 の 期 間 の 初 め の 日 の 属 す る 月 か ら 休 職 又 は

停 職 の 期 間 の 終 了 の 日 の 属 す る 月 ま で を 計 算 す る も の と す る 。 た だ し 、 休 職 又 は 停 職 の 期 間 の 終 了

の 日 の 属 す る 月 に お い て 、 再 び 休 職 し 、 又 は 停 職 の 処 分 を 受 け た と き は 、 そ の 月 を 一 月 と し て 計 算

す る も の と す る 。  

（ 医 師 業 務 従 事 の 中 断 が 可 能 な 場 合 及 び そ の 期 間 ）  

第 十 三 条 の 二  条 例 第 二 条 第 二 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と し 、 同 号 の そ の 定

め る 期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。  

一  大 学 院 （ 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 大 学 院 を い う 。 ） に 在 学 し よ う と す る 場 合  大 学 院 の 正 規 の 修

学 期 間 以 内 で 知 事 が 必 要 と 認 め る 期 間  

二  県 外 の 医 療 機 関 に お け る 業 務 に 従 事 し よ う と す る 場 合  知 事 が 別 に 定 め る 期 間  

三  そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め た 場 合  知 事 が 必 要 と 認 め る 期 間  



（ 医 師 業 務 従 事 の 中 断 期 間 等 の 申 請 等 ）  
第 十 三 条 の 三  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 条 例 第 二 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 二 年 間 の 限 度 を 超

え て 医 師 業 務 従 事 の 継 続 性 を 中 断 し よ う と す る と き は 、 医 学 に 関 す る 修 学 の た め の 中 断 期 間 等 承 認

申 請 書 （ 第 三 号 様 式 の 二 ） を そ の 中 断 の 開 始 を 希 望 す る 日 の 三 月 前 ま で に 知 事 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 医 学 に 関 す る 修 学 の た め の 中 断 期 間 等 承 認 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き

は 、 や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の で あ っ て 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に 限 り 承 認 を す る

こ と が で き る 。  

（ 諾 否 の 通 知 ）  

第 十 三 条 の 四  知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 医 学 に 関 す る 修 学 の た め の 中 断 期 間 等 承 認 申 請 書 の

提 出 が あ っ た と き は 、 こ れ を 審 査 し 、 文 書 に よ り そ の 諾 否 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 返 還 ）  

第 十 四 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 貸 与 を 受 け た 修 学

資 金 の 額 に 、 貸 与 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 第 一 号 に 規 定 す る 場 合 は 大 学 を 退 学 し た 日 、 第 二 号 に 規 定

す る 場 合 は 知 事 が 同 号 に 規 定 す る 事 由 を 認 め た 日 、 第 三 号 に 規 定 す る 場 合 は 医 師 免 許 取 得 の 日 （ 医

師 免 許 取 得 の 日 ま で に 同 号 に 規 定 す る 事 由 が 発 生 し た 場 合 は 、 知 事 が 同 号 に 規 定 す る 事 由 を 認 め た

日 ） 、 第 四 号 に 規 定 す る 場 合 は 同 号 に 規 定 す る 事 由 が 確 定 し た 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応 じ 年 十 パ ー

セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 利 息 を 加 え た 額 を 知 事 の 定 め る 日 ま で に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

一  第 十 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 事 由 に よ り 修 学 資 金 の 貸 与 の 決 定 を 取 り 消 さ れ た と き 。  

二  第 十 条 第 一 項 第 二 号 か ら 第 七 号 ま で に 規 定 す る 事 由 に よ り 修 学 資 金 の 貸 与 の 決 定 を 取 り 消 さ れ

た と き 。  

三  修 学 資 金 の 貸 与 の 目 的 を 達 成 す る 見 込 み が な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。  

四  大 学 を 卒 業 す る 日 の 属 す る 年 度 及 び 大 学 を 卒 業 す る 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 す る 日 の 属 す る

年 度 に 実 施 さ れ る 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 九 条 に 規 定 す る 医 師 国 家 試 験 に 合 格

せ ず 、 医 師 免 許 を 取 得 す る こ と が で き な か っ た と き 。 た だ し 、 疾 病 、 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理

由 に よ る と 知 事 が 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

２  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く 貸 与 を 受 け た 修 学 資 金 を 前 項 の 知 事 の 定 め る 日

ま で に 返 還 し な か っ た と き は 、 三 重 県 債 権 の 管 理 及 び 私 債 権 の 徴 収 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三

重 県 条 例 第 二 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 延 滞 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 返 還 の 猶 予 ）  

第 十 五 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 は 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、 相 当 の 期 間 、 貸 与 を 受 け た 修 学 資 金 の 返 還 及 び 利 息 （ 延 滞 利 息 を 含 む 。 ） の 支 払 の

全 部 又 は 一 部 を 猶 予 す る こ と が で き る 。  

一  第 十 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 修 学 資 金 の 貸 与 を 取 り 消 さ れ た 後 も 引 き 続 き 大 学 に 在 学 し て

い る と き 。  

二  疾 病 、 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 修 学 資 金 の 返 還 及 び 利 息 （ 延 滞 利 息 を 含 む 。 ） の 支

払 が 困 難 で あ る と 認 め る と き 。  

三  死 亡 し た と き 。  

（ 返 還 の 猶 予 の 申 請 ）  

第 十 六 条  前 条 の 規 定 に よ る 猶 予 を 受 け よ う と す る 者 は 、 修 学 資 金 返 還 猶 予 申 請 書 （ 第 四 号 様 式 ） に 、

前 条 各 号 に 掲 げ る 事 由 を 証 す る 書 面 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 諾 否 の 通 知 ）  

第 十 七 条  知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 修 学 資 金 返 還 猶 予 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 こ れ を 審 査 し 、

文 書 に よ り そ の 諾 否 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 届 出 ）  

第 十 八 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ る と き は 、 当 該 各

号 に 定 め る 届 出 書 に そ の 該 当 す る 事 実 を 証 す る 書 面 を 添 え て 、 十 日 以 内 に 知 事 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

一  大 学 を 退 学 し 、 休 学 し 、 若 し く は 復 学 し 、 又 は 停 学 の 処 分 を 受 け た と き 。 （ 第 五 号 様 式 、 第 六

号 様 式 、 又 は 第 七 号 様 式 ）  



二  臨 床 研 修 を 開 始 し た と き 又 は 臨 床 研 修 先 に 変 更 が あ っ た と き 。 （ 第 八 号 様 式 ）  
三  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け る こ と を 辞 退 す る と き 。 （ 第 九 号 様 式 ）  

四  大 学 に お け る 修 学 に 耐 え な い 程 度 の 心 身 の 故 障 を 生 じ た と き 。 （ 第 十 号 様 式 ）  

五  氏 名 又 は 住 所 を 変 更 し た と き 。 （ 第 十 一 号 様 式 ）  

六  キ ャ リ ア 形 成 プ ロ グ ラ ム に 基 づ き 勤 務 す る 医 療 機 関 の 業 務 に 従 事 し た と き 又 は 勤 務 先 に 変 更 が

あ っ た と き 。 （ 第 十 二 号 様 式 又 は 第 十 三 号 様 式 ）  

七  連 帯 保 証 人 の 氏 名 、 住 所 若 し く は 職 業 に 変 更 が あ っ た と き 又 は 死 亡 そ の 他 連 帯 保 証 人 と し て 適

当 で な い 事 由 が 生 じ た と き 。 （ 第 十 四 号 様 式 ）  

２  修 学 資 金 等 の 貸 与 を 受 け た 者 （ 第 十 三 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 の 承 認 を 受 け た 者 を 除 く 。 ）

は 、 条 例 第 二 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 医 学 に 関 す る 専 門 知 識 の 修 得 を 目 的 と す る 修 学 を 行 う 場 合

は 、 医 学 に 関 す る 専 門 知 識 修 得 計 画 書 （ 第 十 五 号 様 式 ） を 当 該 修 学 を 行 う 三 月 前 ま で に 知 事 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

３  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 毎 年 三 月 三 十 一 日 現 在 の 勤 務 又 は 研 修 の 状 況 等 を 証 明 す る 書 類 を 、

翌 月 の 末 日 ま で に 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 年 度 途 中 に 勤 務 先 又 は 研 修 先 を 変 更 し た

場 合 に お い て は 、 変 更 前 の 勤 務 又 は 研 修 の 状 況 等 を 証 明 す る 書 類 を 、 変 更 の 日 か ら 三 十 日 以 内 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ キ ャ リ ア 形 成 プ ロ グ ラ ム の 承 認 の 申 請 ）  

第 十 九 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る キ ャ リ ア 形 成 プ ロ グ ラ ム に 基

づ き 勤 務 す る 医 療 機 関 に お け る 業 務 に 従 事 す る こ と を 希 望 す る と き は 、 キ ャ リ ア 形 成 プ ロ グ ラ ム 承

認 申 請 書 （ 第 十 六 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し 、 同 項 に 規 定 す る 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 諾 否 の 通 知 ）  

第 二 十 条  知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る キ ャ リ ア 形 成 プ ロ グ ラ ム 承 認 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 こ

れ を 審 査 し 、 文 書 に よ り そ の 諾 否 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 二 十 一 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 修 学 資 金 の 貸 与 に 関 し 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

  附 則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 医 師 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 次 項 に お い て 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 第 七 条 の 規 定 は 、

こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に さ れ る 修 学 資 金 の 貸 与 の 申 請 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に さ れ た 修 学 資 金 の 貸 与 の 申

請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 医 師 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定

に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 そ の 他 の 書 類 は 、 新 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 そ の 他 の 書 類 と

み な す 。  

４ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 


